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別 紙 サービスの利用料及び利用者負担（地域密着型通所介護）１日 

利用者負担金は、介護保険関係法令で定める次の介護給付費の１割～３割を負担して 

いただきます。（毎年、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」による） 

（地域密着型通所介護費 6 時間以上 7 時間未満） 

要介護度 金    額 

要介護１ ７，３４９円 

要介護２ ８，６８２円 

要介護３ １０，０２７円 

要介護４ １１，３７１円 

要介護５ １２，７０４円 

各種加算 入浴介助加算（Ⅰ）＝４２１円／日  

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ＝５９０円／日 

科学的介護推進体制加算＝４２１円／月 

ADL 維持等加算（Ⅰ）＝３１６円／月 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）＝２３１円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ：９．２％ 

 〈その他の費用〉 

１．昼食代７４０円、喫茶代１５０円（１日あたり）は自己負担となります。 

２．その他、当施設のおむつ、パットを使用した場合（各自持参を基本とする）、 

  又、場合によりレクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。 

  （おむつ１枚 １５０円・パット１枚 ３０円） 

３．通常の事業の実施区域を越えて行う送迎に要する費用は次の額を徴収します。 

①片道５ｋｍ未満           ２２０円（税込み） 

     ②片道５ｋｍ～１０ｋｍ未満      ４４０円（税込み） 

     ③片道１０ｋｍ以上、５ｋｍごとに   ２２０円（税込み）加算 

※ その他の費用を改定する際には、１か月以上前に利用者又はその家族に文書で連絡します。   


